
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知らない間に 

消防法違反に！？ 

 

 

問い合わせ先 
高島市消防本部  予 防 課 ：０７４０－２２－５４０３ 
         北部消防署 ：０７４０－２２－５４０４ 
         南部消防署 ：０７４０－３２－１２１２ 

建物関係者の皆様へ 

 
増改築や既存建物で事業を開始する場合は 

 事前に消防へ相談を！ 

 

住宅 宿泊施設として利用 

工場 倉庫 工場と倉庫を渡り廊下で接続 

★消防法違反の例 

住宅を宿泊施設に変更したり、共同住宅の一室を福祉施設として使用する場合や、新たに階や庇（ひさ

し）を作ったり、建物同士を接続することで建物の面積が増えた場合、屋内消火栓設備、スプリンクラー

設備、自動火災報知設備など新たに消防用設備等の設置義務が生じることがあります。 

★罰則 消防用設備等設置命令違反 

  行為者に対して、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金（消防法第 41条第 1項第 5号） 

法人に対して、３，０００万円以下の罰金（消防法第 45条第 1項第 2号） 

 


